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1

工期が令和4年3月10日となっていますが、機器
製作に時間がかかると想定されます。工期延期
は可能でしょうか。

工期内に工事を完了していただくのが原則と
なっています。

契約後やむを得ない理由で工期延期が必要と
なった場合にのみ本市監督員と協議のうえ工期
延期が可能となります。

質    疑    回    答    書

工事名又は業務名：佐井寺配水場 受水弁・緊急遮断弁更新工事（機械工事）


